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１ はじめに 

振動規制法（昭和 51年 6月 10日法律第 64号）

第 16 条では，指定地域内における道路交通振動

が環境省令で定める限度（要請限度）を超えて

いることにより，道路の周辺の生活環境が著し

く損なわれていると認められる時は，道路管理

者または都道府県公安委員会に対し，市町村長

が要請できることを規定している。 
しかしながら，道路交通振動については，沿

道住民の振動感覚と測定結果との乖離が指摘さ

れている 1-3)。平成 24 年度の振動規制法施行状

況調査 4)でも，指定地域内における道路交通振

動の苦情件数は 234 件，そのうち振動測定の件

数は 91 件と約 40%であった。測定を実施した件

数のうち，要請限度を超過していたものは 4 件

で，全体の約 2%に過ぎなかった。測定を実施し

なかった案件（143 件）に関しては，要請限度を

超過しない可能性が高いとの判断によるものと

すると，道路交通振動に係る苦情の大半が要請

限度以下であったと想定できる。また，平成 23

年度以前の調査結果からも，要請限度超過の割

合はほぼ同様の数値を示していた。 

この乖離の要因を検討する上では，環境に係

る評価指標（環境指標）の構成項目を明確にす

る必要がある。環境指標は，「環境に関するある

種の状態を可能な限り定量的に評価するための

物差し」といえよう 5)。このような環境指標を

構築するための検討項目は，(1)目的の設定，(2)
測定項目の選定，(3)測定技術の選定，(4)尺度の

設定，そして広義に解釈すると，(5)判定基準の

設定までが含まれるであろう。ここで，振動規

制法の道路交通振動に係る評価を，この検討項

目に照らし合わせてみると，(1)生活環境を保全

し，国民の健康を保護するために自動車からの

振動を規制，(2)道路の敷地の境界線における鉛

直方向の振動レベルを測定，(3)計量法第 71 条の

条件に合格した振動レベル計を使用，(4)振動レ

ベルの 80%レンジの上端値（L10）を算出，(5)昼
夜別の要請限度を設定となるであろう。そして

測定結果と住民感覚との乖離については，恐ら

く項目(3)を除く 4 項目のいずれもが影響してい

る可能性がある。このように複数の要因が同時

に介在して発生している事象を解決するために

は，一つ一つの問題を丁寧に検証していくのが

最も早道であると筆者らは考えている。 
本稿では，現行の振動規制法の枠組みはその

ままとして，項目(5)の判定基準，特に昼間の時

間帯における要請限度（第 1 種区域：65dB，第

2 種区域：70dB）の妥当性を議論する。筆者ら

は，1998～2011 年の期間に，幹線道路沿いの住

宅地において，主に戸建住宅の居住者を対象と

して 4回の社会調査を実施または携わってきた。

これらの調査では，回答者ごとに，地盤上の道

路交通振動の大きさ（振動レベルの 80%レンジ

の上端値：Lv10）や社会反応が得られている。こ

れらの社会反応のうち，本稿ではアノイアンス

に着目し，地盤上における振動の大きさとアノ

イアンスとの関係を導出するとともに，振動と

同時に暴露されている騒音の影響も加味して，

道路交通振動に係る要請限度の数値を検証した。 
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２ 社会調査 

本稿での分析データは，神奈川県内及びさい

たま市内の国道，県道，市環状道路など，幹線

道路の沿線住宅地域で実施した社会調査により

得られたものである。各調査の概要を表１に示

す。最初の 3 回の調査は，当センターと横浜国

立大学建築環境工学研究室が共同で実施したも

のである。このうち，調査 KN04-06 は，道路交

通と在来鉄道の騒音・振動が同時に暴露されて

いる複合暴露地域を対象として実施したもので

ある。この調査では，発生源別に騒音，振動そ

れぞれの反応を得ている。最後の調査は，埼玉

大学建設構造学研究室が，在来鉄道または幹線

道路の沿線の住宅地で実施したものである。 
本稿での分析には，道路交通振動に起因する

アノイアンスと振動・騒音の暴露量が有効な

データ（n=1,868）を用いた。 

２．１ 道路交通振動のアノイアンス 
調査 KN98 の質問票では，最初に振動に関す

る質問項目（Q5 から Q10）を，続いて騒音に関

する項目（Q14 から Q19）を配置した。Q5 では，

7 種類の振動源それぞれについて感じることが

あるのか，そして気になることがあるのかを質

問し，ぞれぞれの回答を得た。このうち気にな

るとして指摘された振動の中から，Q6 で，「最

も気になる振動」及び「その次に気になる振動」

それぞれの回答を得た。Q7 以降では，指摘され

た振動ごとに生活妨害の有無等を質問し，最後

に Q10 で，我慢の程度（「我慢できる」から「我

慢できない」の 4 段階尺度）の回答を得た。Q6

と Q10 の回答結果から，道路交通振動のアノイ

アンスを纏めた。すなわち，Q6 で「自動車の振

動」を指摘した人のアノイアンスは上記の我慢

感の尺度とし，指摘しなかった人は「気になら

ない」として整理した。 
調査 KN99－00 では，Q1 において，現在住ん

でおられる地域や住まいを対象に，関連する 30

項目について，「満足」から「不満」の 5 段階

尺度で質問した。この 30 項目の一つとして「自

動車の振動」が含まれており，この回答をアノ

イアンスとした。 
調査 KN04-06 では，騒音・振動が複合的に暴

露されている地区での調査であったが，発生源

別に騒音，振動それぞれの反応を得ている。質

問票では，騒音・振動に関する質問項目は，各

音源（9 種類）に対する悩まされている程度（Q5），

自動車の音による妨害感（Q6），在来鉄道の音

による妨害感（Q7），各振動源（6 種類）に対す

る悩まされている程度（Q8）の順に配置した。

Q8 では，Q5 の評価尺度，すなわち騒音の分野

で用いられている ICBEN の 5 段階尺度 6)を参考

に，「まったく悩まされていない」から「非常に

悩まされている」の 5 段階尺度で質問し，この

回答をアノイアンスとして得た。 
最後に，調査 ST11 では，幹線道路の沿線で

の調査結果を用いた。質問の配置については，

Q6 では各振動源（6 種類）に対する悩まされて

いる・不快の程度を，調査 KN04-06 と同様に

ICBEN 尺度により質問をしており，この回答を

アノイアンスとして得た。続いて，Q7 で最も悩

まされる振動について，知覚や妨害感有無を質

問し，Q8 では各音源（6 種類）に対する悩まさ

れている・うるさい程度を質問した。 
表２には，各調査におけるアノイアンスに関

する質問文と評価語を示す。 

２．２ 暴露量 
原則として，調査地区単位で騒音・振動の測

定を行った。原則，騒音と振動の測定は同じ位

置で行った。発生源に近接した基準点(Original 

point)において 1 時間以上に渡る長時間測定

(Long-term measurement)を実施するとともに，

基準点とは異なる位置の移動点(Moving point)
において，10 分間から 20 分間の短時間測定

(Short-term measurement)を実施した。これら

の地点で算出した騒音，振動それぞれの評価量

を基に，各回答者への暴露量を推計した。 
振動については，暴露量の基本となる評価量

を，地盤上における鉛直方向の振動レベルの

Lv10（80%レンジの上端値）とした。基準点にお

いて，昼間の時間帯に 1 時間以上の長時間測定

を行い，その評価量 Lv10(O-L) を算出した。基準

点の測定中には，移動点においても 10 分から

20 分間の測定を行い，その評価量 Lv10(M-S)を算

出するとともに，この時間帯の基準点における

評価量 Lv10(O-S)も算出した。これらの結果から，

移動点における長時間の評価量 Lv10(M-L)を次式

から算出した。 
Lv10 (M-L) = Lv10 (O-L) + Lv10 (M-S) - Lv10 (O-S) 

本稿では，基準点における実測及び移動点に

おける推計から算出した長時間の Lv10 (M-L)を，
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昼間の時間帯での評価量 Lv10,day とみなした。 
一方，騒音についても，上記の振動と同様の

手法を用いて評価量を算出した。すなわち，屋

外での等価騒音レベル LAeq を基本の評価量とし，

基準点と移動点での実測結果とともに，地方公

共団体による測定結果等をベースとして，各測

定点における 24 時間の等価騒音レベル LAeq,24h

を評価量として算出した。 
各測定点で推計された暴露量から，各回答者

の暴露量を推計する手法を説明する。回答者宅

への騒音，振動それぞれの伝搬状況を考慮して，

調査地区内の基準点と移動点を組み合わせ，各

測定点における評価量 Lv10,day と LAeq,24h を目的変

数，対数距離を説明変数とした回帰式（距離減

衰式）を作成した。なお，調査 KN04-06 では，

基準点での Lv10,day に Bornitz の伝搬式 7)を適用し

て距離減衰式を作成した。これらの式に，車道

端あるいは近接車線の中心線から回答者宅まで

の距離を代入することにより，屋外での暴露量

を整数単位で推定した。なお，Lv10,day が 30dB 以

下の回答者についてはすべて 30dB として再整

理した。以後，本稿では，暴露量をそれぞれ Lv10，

LAeq と簡略して記す。 

表１ 社会調査の概要 

表２ アノイアンスに関する質問文と評価語 

調査 質問文 評価語 

KN98 Ｑ６で記入された「最も気になる振動」と「その次に気にな

る振動」について，それぞれの振動を我慢できますか，それ

とも我慢できませんか。あなたの気持ちに最も近いものを１

つずつ選んで，○印をつけてください。 

1. 気にならない 

2. 我慢できる 

3. どちらかといえば我慢できる 

4. どちらかといえば我慢できない

5. 我慢できない 

KN 

99-00 

現在住んでおられる地域や住まいついてお伺いします．次に

示す項目について，あなたは満足ですか，それとも不満です

か．１つ１つの項目について，あなたの気持ちに最も近いも

のを選んで○印をつけて下さい． 

1. 満足 

2. やや満足 

3. どちらともいえない 

4. やや不満 

5. 不満 

KN 

04-06 

あなたが家にいるときに，次に示す振動によってあなたは悩

まされていますか，それとも悩まされていませんか．１つ１

つの振動について，あなたの気持ちに最も近いものを１つだ

け選んで，○印を記入してください． 

1. まったく悩まされていない 

2. それほど悩まされていない 

3. 多少悩まされている 

4. だいぶ悩まされている 

5. 非常に悩まされている 

ST11 最近１年間を振り返って，あなたが自宅にいるときに，次の

振動によってどのくらい悩まされている，あるいは不快に感

じていますか？それぞれの項目について，該当する数字を○

で囲んでください。なお，振動そのものを感じない場合には

０，わからない場合には９をそれぞれ○で囲んでください。

0. 振動を感じない 

1. まったく 

2. それほど 

3. 多少 

4. だいぶ 

5. 非常に 

9. 分からない 

調査名称 KN98 KN99-00 KN04-06 ST11 

調査年度 1998 1999－2000 2004－2006 2011 
実施機関 神奈川県環境科学センター・横浜国立大学 埼玉大学 

調査場所 神奈川県内 神奈川県内 神奈川県内 さいたま市内 

調査地区数 4 地区 42 地区 17 地区 2 地区 

音源からの最大距離 97 m 48 m 143 m 117 m 
サンプル数 349 645 640 200 
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３ 分析結果 

３．１ 振動・騒音暴露量 

各調査における回答者への振動・騒音暴露量の

平均値を表３に示す。併せて，車道端から回答者

宅までの距離の平均値も示す。KN99−00 では車道

端から 40m 以内の住宅を対象としていたことか

ら，他の調査に比べて道路に近い住宅が多かった

ものの，振動暴露量の平均値は 40dB 未満であっ

た。逆に KN04-06 は，道路から 50m 以上の離れ

ている住宅が 40%を占めており，回答者の約半数

が 30dB と推計されたため，振動暴露量が小さく

なったと考えられる。なお，本稿で分析に用いた

Lv10の最大値は 56dB で，第 1 種区域における昼間

の要請限度（65dB）を下回っていた。一方，LAeq

については，KN04−06 以外の調査での平均値は約

60dB であった。 

表３ 調査別の暴露量及び距離の平均値 

調査 Lv10 (dB) LAeq (dB) Distance (m)

KN98 41 59 34 

KN99-00 38 60 20 

KN04-06 34 52 48 

ST11 40 59 37 

車道端から回答者宅までの距離を 25m 間隔で

区切り，Lv10 と LAeq の平均値を調査別に示したも

のを，それぞれ図１，図２に示す。なお，サンプ

ル数が 10 未満のレンジの平均値は図示しなかっ

た。図１から，Distance = “-25 m”に着目すると，

ST11 が最も大きく，続いて KN98，KN04-06，

KN99-00 の順となっていた。Distance ≥ “26−50 m”

のレンジでは，KN-98 と ST-11 は相対的に大きか

ったが，KN04−06 は 35dB 以下と小さかった。

KN04−06 が小さかった要因は，地質等の影響によ

り，距離減衰が大きい調査地区が含まれていたた

めと考えているが，暴露量の推計方法の差異によ

る可能性も否定できない。 

図２から，Distance = “−25 m”は，4 回の調査と

もに LAeqは同程度であった。Distance ≥ “26−50 m”

の各レンジでは，図１と同様に KN04−06 が小さ

く，その他の調査は同程度であった。KN04−06 の

距離減衰が大きかった要因としては，他の調査に

比べて住宅が密集している地区が多かったためと

考えている。 
続いて，Lv10を 5dB 間隔で区切り（30dB 以下は

ひとつのレンジに纏め），LAeqの平均値を調査別に

示したものが図３である。なお，サンプル数が 10

未満のレンジの結果は図示しなかった。KN99−00

については，Lv10 によらず LAeq の平均値は同程度

であったが，その他の調査では，LAeq と Lv10 との

間に距離を介した正の相関があることが読み取れ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１ 距離と Lv10との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 距離と LAeqとの関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ Lv10と LAeqとの関係 
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３．２ アノイアンス 

振動暴露量とアノイアンスとの関係を調査間で

比較した。アノイアンスについては，各調査で最

上位の評価尺度（KN98：「我慢できない」，

KN99−00：「不満」，KN04−06：「非常に悩まされ

ている」，ST11：「非常に」）を回答した人を“highly 

annoyed person”と定義し，その回答率“percent 

highly annoyed”（%HA）を指標として用いた。な

お，ST11 の「分からない」の回答については，集

計から除外した。図４は，Lv10を 5dB 間隔で区切

り（30dB 以下は一つに纏め），調査別に%HA を示

したものが図４である。なおサンプル数が 10 未満

のものは図示しなかった。 
同図から，ほぼ同一の尺度を用いた KN04−06

と ST11 の暴露反応関係は類似していた。Lv10 = 
“46−50 dB”では，%HA が 40%弱となっていた。一

方，「我慢できない」を評価語とした KN98 につい

ては，ICBEN 尺度の暴露反応関係よりも傾きが小

さくなっており，Lv10 = “46−50 dB”での%HA は

20%弱であった。逆に，KN99-00 の暴露反応関係

は全体的に上方に位置しており，%HA が他の調

査より高くなっていたことがわかる。この評価尺

度（満足－不満）は，ある要因に特有な尺度では

なく，他の環境要因と共通した評価尺度である 8)。

そのため，他の住環境要因との比較により振動が

評価されたと考えられ，自動車の騒音・振動が支

配的な地域では不満側の反応に偏りやすくなる。

加えて，最上位の尺度に「非常に」のような修飾

語がないため，他の尺度に比べて「不満」に包含

される意味が広範囲であることも一因であると考

えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４ Lv10と%HA との関係 

 

３．３ 騒音による増幅効果 

図５は，Lv10と%HA との関係を LAeqの大小で比

較したものである。LAeq の大小については，最初

に，回答者ごとの DL = LAeq - Lv10 を算出した。こ

れは，振動暴露量を基準とした騒音暴露量の相対

的な大きさを意味する。続いて，回答者を調査と

Lv10（図４の 5dB 間隔で分割したレンジ）の二要

因で層別し，各グループの DL の平均値  を算

出した。回答者の DL が 以上の場合を高騒音レ

ベル群 high-noise，未満の場合を低騒音レベル群

low-noise に分類した。なお，各群のサンプル数が

10 未満の場合（KN99-00 と ST11 の Lv10=46-50dB

のレンジ）には，両群とも%HA を図示しなかっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ Lv10と%HA との関係の LAeq別比較 

Lv10 = “41−45 dB”のレンジに着目すると，調査

KN98，KN99-00 及び KN04-06 については，

high-noise の%HA が low-noise に比べて約 10%高

くなっていた。しかしながら，調査 ST11 では，

high-noiseと low-noiseの%HAは同じ数値を示して

いた。同様に，Lv10 = “46−50 dB”のレンジでも，

low-noiseに比べてhigh-noiseの%HAが高い傾向を

示していた。以上の結果は，相対的な騒音レベル

の大小で比較した場合，騒音レベルが大きいグ

ループでは，振動に対するアノイアンスは騒音レ

ベルが小さいグループに比べて厳くなることを意

味している。すなわち，騒音が大きくなることに

より，振動に対するアノイアンスも増幅されるこ

とになる。これは振動規制法制定時の研究結果と

同様である 14)。 
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３．４ ロジスティック回帰分析 

前節までの分析を踏まえ，ロジスティック回帰

分析を適用して，振動・騒音暴露量からアノイア

ンスへの影響を検証した。目的変数は highly 

annoyed person を 1，それ以外を 0 に割り当てた。

説明変数は，Survey，Lv10，DL に加えて，交互作

用項 Lv10*DL を用いた。Survey は，ST11 を基準の

0 とし，それ以外の 3 調査（KN98,Kn99-00 及び

KN04-06）をダミー変数で表される変数とした。

分析結果を表４示す。 

表４ ロジスティック回帰分析の結果 

Variables β S.E. p eβ

KN98 -0.672 0.308 0.029 0.511
KN99-00 2.419 0.254 0.000 11.231
KN04-06 0.306 0.283 0.281 1.357
Lv10 0.251 0.041 0.000 1.285
DL 0.243 0.076 0.001 1.275
LV10*DL -0.004 0.002 0.060 0.996
Constant -14.195 1.732 0.000 0.000

KN04-06 が有意でなかったことから，ICBEN 尺

度を用いた調査の KN04-06 と ST11 との間に%HA

の差はなかったと解釈できる。一方，KN98 のオ

ッズ比は約 0.5 で，ICBEN 尺度を用いた KN04-06

や ST11 に比べて「我慢できない」の%HA が低か

ったことを示している。逆に KN99-00 のオッズ比

は 10 以上となり，「不満」の%HA は非常に高か

ったことがわかる。Lv10 と DL については，共に

1%水準で有意となっており，両者のオッズ比はほ

ぼ同程度の数値を示していた。すなわち，振動に

対するアノイアンスに対して，暴露されている振

動の大きさのみならず，筆者らの既報と同様に，

騒音も影響していることを意味している 9-13)。一

方，両者の交互作用項は有意でなく，振動の大き

さから評価した騒音の相対的な大きさは，振動の

大小によらず一定の影響をアノイアンスに及ぼし

ていると考えることができる。 
最後に，表４の結果から求めた道路交通振動の

代表的な暴露反応曲線（Lv10－%HA）を図６に示

す。図では，Lv10が 30dB から 55dB の範囲で描画

した。この暴露反応曲線を算出するにあたり，Lv10

は推計値を用いたが，その他の変数には以下の条

件を課した。Survey については，ICBEN 尺度での

曲線を得るため，全ケースに ST11 を適用して 0

とした。DL については，その平均値（19.7dB）を

適用したケース 1（実線）と 0 を適用したケース 2

（鎖線）の条件とした。このケース 2 の曲線は，

騒音による増幅効果を考慮していないことから，

振動規制法制定時における要請限度の設定根拠に

近いものと考えている 14)。図６から，%HA が 30%
を超える Lv10 は，ケース 1 で 48dB，ケース 2 で

54dB となり，%HA が 40%を超える Lv10は，ケー

ス 1 で 51dB，ケース 2 で 55dB となった。振動規

制法制定時の報告では，道路交通振動を「よく感

じる」の回答割合が 30%となる Lv10は 62dB15)とな

っており，ケース 2 と比較しても 8dB 高い。「よ

く感じる」と「非常に・・・」の尺度を同程度と

みなすことはできないが，前者が上位 2 番目の尺

度，後者が最上位の尺度であることを考慮すると，

要請限度設置時に比べて現在では，小さな振動で

厳しい反応が生起されていると解釈することもで

きる。 
本研究の対象地域はほぼ第 1 種区域であること

から，以上の結果と照合すると，この区域に設定

されている要請限度 65dB は高い。このように要

請限度が高く設定されていることが沿道住民の振

動感覚と測定結果との乖離を生じている一因であ

ると考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 道路交通振動の代表的な暴露反応関係 

 
４ まとめ 

神奈川県内及びさいたま市内で実施した道路交

通振動に関する社会調査の結果から，要請限度の

妥当性を検証した。振動規制法制定時の調査結果

と比較して，今回の調査では，住民の道路交通振

動に対する評価が厳しくなっている傾向が示され

た。振動規制法の枠組みをそのままとするのであ

れば，現在の住民感覚との整合を図る上でも，要

請限度を下げることは必要ではないだろうか。 
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